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桐生市電子地域通貨導入業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

本業務は、市内の店舗及び事業所限定で利用することのできる電子地域通貨を導入する

ことで、新型コロナウイルスの影響を受けている生活者への支援、また、キャッシュレス化

等の新しい生活様式への対応、さらに地域経済の好循環と活性化を図ることを目的とする。

本業務を効率的かつ効果的に実施するため、委託業者を選定する公募型プロポーザルを実

施する。 

 

２ 業務の概要 

（１） 委託業務名 桐生市電子地域通貨導入業務委託 

（２） 委託内容  業務内容は別紙「桐生市電子地域通貨導入業務委託仕様書」 

       （以下「仕様書」という。）のとおり。 

（３） 委託期間  契約締結日から令和５年３月３１日まで 

（４） 委託限度額 ２４，６４０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加することができる者は、企画提案書の提出日時点において、次に掲

げる要件をすべて満たしている者とする。 

なお、協力会社の参加を認めるが、協力会社として複数の企画提案に参加することはでき

ないものとする。 

（１） 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 

（２） 桐生市の指名停止を受けている期間中でないこと。 

（３） 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続き開始の申立及び民事再生

法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。 

（４） 事業者及びその代表者又は役員等が桐生市暴力団排除条例（平成 24 年 7 月 1 日施

行）第 2条第 1項第 1号から第 3号までのいずれにも該当しないこと。 

（５） 本プロポーザルへの参加者が、契約締結までの間に前各号の参加資格を有しなくな

った場合は、その時点で失格とする。 

（６） 受託前後を問わず、桐生市との連絡調整が緊密にできること。 

（７） 協力会社がある場合、協力会社は上記（１）から（４）までの全ての要件を満たし

ていること。 

 

４ スケジュール 

（１） 選定 

ア 公告・参加申請書受付開始  令和４年６月２７日（月）  
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イ 質問受付期限           令和４年７月 ４日（月）午後３時まで 

ウ 質問に対する回答         令和４年７月 ５日（火） 

エ 参加申請書・企画提案書等提出締切 令和４年７月２２日（金）必着 

オ 一次審査結果通知   令和４年７月２９日（金） 

カ 二次審査質問受付期限   令和４年８月 １日（月）午後３時まで 

 ※プレゼンテーションの実施方法等に関して 

キ 二次審査の質問に対する回答  令和４年８月 ２日（火） 

ク 二次審査（プレゼンテーション審査）令和４年８月 ３日（水） 

ケ 審査結果通知（受託候補者決定）  令和４年８月 ５日（金） 

コ 契約     令和４年８月 ５日（金）以降 

（２） 委託スケジュール（予定） 

ア 委託業務開始    契約締結日から 

イ 準備期間    令和４年１０月１４日（金）まで 

ウ 実施期間    令和４年１０月１５日（土）から 

 

５ 質問及び回答 

  本プロポーザルに関する質問の受付及び回答は以下のとおりとする。 

（１）提出方法 

１１に記載の事務局宛に、質問書（様式第３号） を電子メールの送信により送付する

こと。この場合において、件名は、｢プロポーザルに関する質問（事業者名）｣とすること。

また、電子メール送信後に電話にて電子メール到着の確認をすること。 

（２）質問期間及び回答方法 

ア 企画提案書等に対する質問 

（ア） 質問期間 

令和４年６月２７日（月）～令和４年７月４日（月）午後３時まで 

  （イ）回答方法 

令和４年７月５日（火）に質問者からの回答を参加者全員に電子メールにて回答

する。 

  イ 二次審査（プレゼンテーションの実施方法等）に対する質問 

（ア）質問期間 

令和４年７月２９日（金）～令和４年８月１日（月）午後３時まで 

（イ）回答方法 

令和４年８月２日（火）に質問者からの回答を一次審査通過者全員に電子メール

にて回答する。 
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６ 企画提案書等の提出 

（１） 提出書類 

ア 参加申請書（様式第１号） 

イ 会社概要書（様式自由、パンフレットで代用可） 

※協力会社がある場合は協力会社概要書も含む。 

ウ 財務諸表 

直前決算２か年度分について、貸借対照表及び損益計算書を提出すること。 

エ 企画提案書（様式自由） 

a 仕様書の業務内容について、具体的な提案を行うこと。 

b 提案趣旨やアピールポイントなどを簡潔にわかりやすく記述すること。 

c  支払い・精算時の金銭の動きや手数料の発生等を、わかりやすく図示すること 

オ 見積書（任意様式） 

a 人件費、事業費など内訳が分かるように積算を記載すること。 

b 初期導入費及び 5年間の運用費の積算を記載すること。 

c 見積金額は、消費税及び地方消費税を含む額とすること。 

カ 暴力団排除に関する誓約書（様式第２号） 

（２） 作成方法 

提出書類はＡ４版とすること。 

※図表については、Ａ３版の使用も可とする。 

（３） 提出部数 

正本１部、副本２０部、電子媒体（ＰＤＦ形式）２セット 

（４） 提出場所 

１１に記載の事務局 

（５） 提出方法 

持参又は郵送 

    ※郵送の場合、受付期間内に必着させるとともに、書留等の配達記録が残る方法を

利用するものに限る。 

（６） 受付期間 

令和４年７月６日（水）～令和４年７月２２日（金） 

※参加申請書は、令和４年６月２７日（月）から受付開始 

 

７ 審査 

  本プロポーザルは、公募型プロポーザルとして、二段階審査方式で実施する。 

（１） 一次審査（書面審査） 

一次審査は、企画提案書、見積金額、地域通貨の機能要件について書面審査し、評

価点の上位４社を一次審査通過者とする。なお、一次審査における審査基準及び審査
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結果は公開しない。 

（２） 二次審査（プレゼンテーション審査） 

「桐生市電子地域通貨導入業務プロポーザル審査委員会」にて一次審査通過者を対

象に、プレゼンテーション及び質疑応答を実施して評価を行う。 

  ア 実施日 

    令和４年８月３日（水） １社あたり６０分間 

プレゼンテーションに関する詳細については、一次審査結果とともに、通過者に文

書で通知する。 

  イ 発表者 

発表者は最大２名までとし、業務責任者が必ず参加するものとする。なお、「業務

責任者」とは、原則、本市との連絡窓口や今後の会議・打合せ等の同席者とする。 

ウ 実施方法 

プレゼンテーションは、WEB 会議システムを用いたオンライン形式にて実施する。 

参加者によるプレゼンテーション及び審査委員によるヒアリングの所要時間は、

１参加者あたり６０分程度（プレゼンテーション４５分以内、質疑応答約１５分）の

予定とし、いずれも提案者以外の事業者には非公開とする。 

説明は、提出した企画提案書に基づいて行うこととし、審査当日に新たな説明資料

を追加することは認めない。システムのサンプル等を用いてデモンストレーション

を行う場合も、企画提案書に記載した内容で実施すること。 

事前に接続テストを希望する場合、テストはプレゼンテーションの前日までに行

う。実施日時は、事前に事務局と調整すること。 

エ 審査結果 

審査結果は、参加者に対して文書及び電子メールにより通知するとともに、市ホー

ムページに掲載する。なお、審査委員会は非公開とし、審査に関する質問や異議は一

切受け付けないものとする。 

（３）二次審査における受託候補者選定基準の主な視点 

ア 業務に対する理解、取組姿勢 （審査１０点） 

本業務の趣旨及び目的を十分理解し、取組み意欲が強く感じられるか。 

イ 業務実施体制及び遂行能力 （審査１５点） 

（ア） 仕様書の業務内容を確実に実施できる人員・組織体制が確保されているか。 

（イ） スケジュールが具体的であり実現可能と認められるか。 

（ウ） 他自治体における類似サービスの実績はあるか。 

ウ 柔軟性 （審査１５点） 

市の意向を汲み取ったうえで、事業の発展・継続に繋がる提案がされているか。 

エ 業務提案内容 （審査５０点） 

（ア） 利用者や加盟店にわかりやすく使いやすいシステムとなっているか。 



5 

 

（イ） 加盟店に配慮された精算の流れになっているか。 

（ウ） 利用者や加盟店からの問い合わせ対応に配慮がされているか。 

（エ） 桐生市の管理・運用についても効率的で省力化される提案になっているか。 

（オ） セキュリティ対策は十分にされているか。 

オ 費用 （審査１０点） 

企画提案内容と見積額は妥当か。 

【 審査点合計１００点 】 

（４）受託候補者の決定方法 

ア 提出された企画提案書等を審査し、総合得点が最も高い者を優先交渉権者として

選定する。 

イ 参加者が１者であった場合でも、本プロポーザルは成立する。 

 

８ 提案の無効 

参加者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、審査委員会において審査の上、当該

参加者が行った提案を無効とする。 

（１） 本プロポーザルにおいて提出すべき書類（以下「提出書類」という。）について、こ

の要領に示した提出方法及び提出期限を正当な理由無く守らなかったとき。 

（２） 提出書類に虚偽の内容を記載したとき。 

（３） ３に記した「参加資格要件」に掲げる要件を満たさなくなったとき。 

（４） 見積金額が委託限度額を超えたとき。 

（５） 審査の公平性に影響を与える行為があったとき。 

 

９ 契約の締結 

（１） 優先交渉権者として選定された者と契約締結の交渉を行う。詳細な契約内容につい

ては、その交渉時において仕様書の変更調整を行い決定する。よって、当初仕様書に変

更が生じる可能性があることから柔軟に対応すること。 

（２） 優先交渉権者との交渉が不調となったときは、次点者と契約締結の交渉を行うもの

とする。 

 

１０ 留意事項 

（１） 本プロポーザルに係る一切の費用は参加者の負担とする。 

（２） 提出書類の作成のために本市から受領した資料等は、本市の承諾なく公表し、又は

使用してはならない。 

（３） 提出された書類は、参加者に無断で本プロポーザルの目的以外の目的に使用しない。 

（４） 提出書類の提出期限後の再提出又は差替えは認めない。 

（５） 提出された書類は返却しない。 
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（６） 提出された提案書等は、桐生市情報公開条例（平成２７年条例第２９号）に基づく

行政文書公開請求の対象となる。ただし、業務提案の部分については、実際に業務が公

になるまでは同条例第７条第２号により行政文書公開請求の公開対象外となる。 

（７） 受託者は、本業務の全部を再委託してはならない。 

（８） 参加者は、参加申請書の提出をもって、この要領及び仕様書案等の記載内容を承諾

したものとみなす。 

 

１１ 事務局 

〒376-8501 桐生市織姫町１番１号 

桐生市 総務部 DX 推進室 

電話：0277-46-1111(内線 558) 

FAX：0277-43-1001 

メール：dx-suishin@city.kiryu.lg.jp 

 


